
＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．品目団体輸出力強化緊急支援事業 4,070百万円
認定品目団体等がオールジャパンで行う輸出課題の解決や新たな輸出先の開拓等、

業界全体の輸出力強化に向けて行う取組を支援します。

２．品目団体等と連携した輸送リスク管理推進緊急実証事業 80百万円
品目団体や調査会社等が連携し、輸送中における腐敗や品質劣化等の事故要因と

なる温度や湿度の変化、衝撃値、包材等の活用状況等のデータ収集やリスク評価を行
うなど、輸送に係るリスク管理の推進のための取組を実施します。

３．戦略的輸出拡大サポート緊急対策事業 1,680百万円
① JETROによる海外での見本市への出展やサンプルショールームの設置、国内外での
商談会の開催、バイヤー招聘の強化等を通じた商流構築のための取組を支援します。

② JFOODOによる現地消費者向けプロモーションや日本食・食文化のPRイベントを活
用した情報発信等を通じた需要開拓のための取組を支援します。

４．コメ・コメ加工品輸出推進緊急対策事業 100百万円
戦略的輸出事業者による品目団体等と連携した日本産コメ・コメ加工品の海外需要

開拓・プロモーションや商流確保のための環境整備に向けた取組等を支援します。

５．海外サプライチェーン構築に向けた投資可能性調査緊急支援事業 70百万円
海外での物流・商流等の拠点づくりを通じたサプライチェーンの構築により、農林水産

物・食品の輸出拡大を目指す事業者が行う投資可能性調査等を支援します。
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マーケットイン輸出ビジネス拡大緊急支援事業

＜対策のポイント＞
輸出額目標の実現に向けて、品目団体によるオールジャパンでの輸出力強化、JETROによる輸出事業者サポート、JFOODOによる現地消費者向け戦略

的プロモーション、品目団体等と連携した輸送に係るリスク管理の推進のための取組を実施するとともに、戦略的サプライチェーンの構築を目指す事業者による
調査等を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（ ２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の流れ＞

国
民間団体等

民間団体等

民間団体等

定額、1/2以内

委託

(５の事業)

【令和５年度補正予算額 6,000百万円】

定額

(２の事業)

(３の事業)独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）

1/2以内

(１、４の事業)

品目団体の輸出力強化緊急支援

包材の規格化（イメージ） 輸送中のデータ収集、リスク評価

リスク管理推進緊急実証

海外サプライチェーン構築に向けた投資可能性調査緊急支援事業

案件形成 投資の実施

事業性の判断に必要な調査
（フィージビリティスタディ）

補助事業による支援

必要な資金の調達

公的機関（政策金融公庫等）及び
民間金融機関からの融資等による資金供給

メディア関係者等を対象としたPRイベント

コメ・コメ加工品輸出推進緊急対策JETROによる事業者サポート JFOODOによる消費者PR

店頭での実演プロモーション海外見本市への出展

(５の事業)

［お問い合わせ先］
（１、２、３の事業） 輸出・国際局輸出企画課・ （03-3502-3408）
（４の事業） 農産局農産政策部企画課 （03-6738-6069）
（５の事業） 輸出・国際局海外連携グループ（03-3502-8058）



［お問い合わせ先］
（１、２の①②の事業）輸出・国際局規制対策グループ（03-3501-4079）
（２の③④の事業） 知的財産課（03-6738-6169）

【令和５年度補正予算額 960百万円】

＜対策のポイント＞
５兆円目標の実現に向け、特定の輸出先国・地域から脱却し、輸出先を多角化していくため、輸出先国から求められる規制への対応等の輸出のハードル
の中でも特に緊急的な対応が必要な取組を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円 [2030年まで]  ）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

輸出先国の規制に対応した畜水産物のモニタリング検査や残留農薬基準値設定
の申請、HACCP等対応施設の認定加速化等の取組を支援するほか、海外における
品種登録出願や模倣品対策等を支援します。

１．国として対応すべき輸出環境の整備 411百万円

国に対して求められている緊急的な輸出環境の整備に必要な以下の取組を
支援します。
① 畜水産物モニタリング検査等に係る体制整備と検査
② 輸出障壁に係るデータ収集等
③ HACCP等の施設認定の加速化
④ 輸出証明書の発給等体制強化

２．規制に対応したオールジャパンとしての取組 549百万円

輸出先国が求める食品安全規制等への対応に必要な以下の取組を支援します。
① 輸出先での残留農薬基準の設定申請に係るデータ収集等の加速化
② コメ・コメ加工品の輸出に必要な規制対応等
③ 植物品種等海外流出防止
④ 海外模倣品対策

畜水産物モニタリング
検査等に対する支援

HACCP等の
施設認定を支援

精米輸出用のくん蒸等の
規制対応に対する支援

＜事業の流れ＞

国

コンソーシアム
育成者権者

(独法、県等を含む)

定額、1/2

（２の③の事業）

民間団体等

委託、定額、1/2、事務費
（１の①④の一部②③
２の①➁④の事業）

定額、1/2

民間団体等 （１の④の一部）民間団体等

定額 定額、1/2

海外での品種登録の支援
（無断栽培の防止）

【市場の監視・調査】

海外模倣品対策
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輸出環境整備緊急対策事業

輸出先での残留農薬基準の
設定申請に係るデータ収集等
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